
＜回収数＞

問１　このフォーラムを何でお知りになりましたか

人数 割合%

①広報 7 17.1

②ポスター・チラシ 13 31.7

③友人・知人のすすめ 13 31.7

④その他 8 19.5

全体 41 100.0

④その他　記述内容

2

1

問２　ご来場いただいた理由についてお伺いいたします

人数 割合%
①子どもの問題に関心がある 25 52.1
②子どもの権利条例に関心がある 17 35.4

③講演者に関心がある 5 10.4

④その他 1 2.1

全体 48 100.0

④その他　記述内容

1

問３　本日のフォーラムの内容についてお伺いいたします

人数 人数 割合%

①とても良かった 6 18.2

②良かった 16 48.5

③普通 10

④あまり良くなかった 1 3.0

⑤良くなかった 0 0.0

全体 33 100.0
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問４　北広島市が「子どもの権利条例」について検討中であることを知っていましたか

人数 人数 割合%
①検討中であることは知っている 29 78.4
②検討内容について知っている 4 10.8

③知らなかった 4 10.8

全体 37 100.0
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問５　「子どもの権利」について、ご意見・ご感想がありましたらお書きください

かなり細部な部分までよく検討してほしい。

なかなか難しいが、基本的には早くこの権利条例が批准されることを望みます。その力が道や国に広がっていくように願っていま
す。

プラスマイナス両方を検討して決めてほしい。変な方向に行かないことを望みます。

ものすごく勉強になりました。とても内容が濃く良かったと思います。続きをまた勉強させていただきたいと思います。

以前子どもの権利について西田弁護士（？）がこのホールでお話になったのですが、そのときにはわかり易く、なるほどと考えさ
せられました。

権利については成年、未成年に分ける必要はないと思う。権利は未成年者がより守られるべきと思う。

現在団地地区の小学校統合の話が出ていますが、昨年の第５回の審議会の中で「子ども達に統合について話を聞くのは酷だ」と
の話がありました。「子どもの権利」について勉強するうちに、そんなことはないと思いました。

札幌市のように政争の場にすることなく、真摯な論議を続けていただきたい。

山谷教授の子は親の鏡は感銘しました。子どもに問題が起きるのは親の生き方だと思います。大人が自分が何をしているのか
真正面から見るのが今迫られていると思います。

子どもが参加して、子ども会議や子ども委員会を設置して条例を作ってほしい。

子どもにとっても人権は保障されなければならない。（特に教育を受ける権利は）

子どもに関する権利の制限は必要である。

子どもの権利がどれだけ重要かということは分かりましたが、「子どもの権利条例」の中身や反対する側のもう少し詳しい理由な
どを知りたかったような気がします。

子どもの権利が特別なことではないということ。人として生まれたら当たりまえに持つ権利だと思います。北広島では是非条例を
制定してください。

子どもの権利を守るために全ての保護者に権利条例に関心を持たせる努力が必要。関心のない保護者こそが、色々と考えなけ
ればならない。子どもの権利を守る活動をしている「ＣＡＰ」を取り入れてはどうでしょうか。

子どもの権利を条例化する意義がわかった。ぜひ条例を良いのもにしてほしいと思う。頑張ってください。

子どもの権利条例については全面的に賛成だが、これが北広島市民に周知徹底され「子どもを守る」という意識が市民一人一人
に定着することを願います。

子どもの状況（いじめ、虐待、自殺など）を考えれば早急に地方公共団体が制定のために努力すべきです。札幌のように「政争の
場」にすることなく条例化を進めてもらいたいものです。

子どもは「もったいない存在」である。親も地域社会で子どもと関わりながら共育できる。子どもの権利は大人が与える物でなく、
子どもの目線で共に考えるものである。権利と義務も考慮する必要がある。

子どもを甘やかす権利条例にならないよう、子ども自身が善悪をわきまえ行動できる、そのような子どもを育てられる権利条例で
あってほしい。いかなる条例ができようとも家庭が伴わなければ、全てが無になると思う。

親のありかた、子どもに対してどうしたらよいか、人権の大切さ、変わってきていることを色々と知ることができました。

人は人によって育てられる。子どもの権利を論じなければならない世の中になってしまったことの方が問題だ。大人の社会がどう
なっていくのかが問題だ。

是非必要と思う。



問６　本日のフォーラムでお気づきの点やご意見んどがありましたらお書きください

「子どもの理解」については山谷氏の講演は有意義でしたが、「子どもの権利条例」といかに関われるのかがやや不明でした。
せっかくですので、検討委員会の現段階における報告をしてもらえるとうれしかったです。頑張ってください。

このような催しや学習する機会を設けてほしい。

ぜひ、北広島で条例を検討し続けてほしいと思います。

一郎君の請求書のお話はちょっと鳥肌が立つような感動を覚えました。あれこれ難しい事ではなくこれでいいのではと思いまし
た。

学者の話は面白くない。

講演の時間を守って頂ければ。山谷先生のお話をもう少し聞きたかったです。

今日は来て良かった。

山谷先生、千葉先生いろいろなことで参考になりました。ご苦労様でした。

山谷先生の話をもっと聞きたかったです。興味深い内容でした。

子ども人権保障の制限は慎重に検討してほしい。

時間不足、講師は一人でいいのでは（千葉先生）

慎重に検討が必要。権利を乱用する恐れの批准時の見解を打破する理論的学習がさらに必要と思われる

人権についての歴史的考察が大変参考になった。

千葉教授の憲法、人権のお話がとても勉強になりました。行政、市民が日曜日共に「人権」について学ぶ半日をつくってくっださっ
たことはすばらしいことだと思いました。

大変わかりやすい講演であり、親として地域として子どもの健全発達のため、どう関わっていくか勉強できました。ありがとうござ
いました。

内容が内容なだけに少し眠かった。

両講演とも自分にとって新たな発見があり、有意義でした。

歴史、法律云々というより、今あえてなぜ子どもの権利条例が必要なのか、その必要性をわかりやすく話してほしかった。山谷先
生には改めて教育、家庭問題のお話をうかがう機会がほしいと思いました。


